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日本数学会奨励研究生内規

制定平成３０年９月２４日
（総則）
１．日本数学会は，以下に定めるところに従って日本数学会奨励研究生（以下「奨励
研究生」という）を採用するものとする．

（目的）

２．日本数学会の会員であって学位（博士）取得見込み，または取得後３年以内の

有望研究者を奨励研究生として採用し研究奨励金を支給する．特に，経済的に

困難な状況や研究施設が必ずしも十分ではない等の厳しい研究環境の下でも創意

工夫を凝らして主体的に研究を進めている者を奨励することを目的とする．

(細則）

３．
３．１．研究奨励金の概要

●奨励研究生の採用期間は１年間とし，研究奨励金30万円を支給する．ただし，奨励

研究生の採用は１回のみとする．

●研究奨励金の性格は奨学金と同じである．支給期間中および支給後の出版論文で

研究支援について謝辞を記載することを奨励する．その際，英文名称は，

FbundationofResearchFellows,TheMathematicalSocietyofJapan,と

する．

●原則，支給期間中または支給期間終了後１年以内に日本数学会年会，または秋季
総合分科会で一般講演等の講演を行うこととする．その際，１回分の国内旅費は
日本数学会が負担するものとする．

●支給期間終了時には報告書を提出することとする．

３．２．奨励研究生の資格

、日本数学会の会員であって学位（博士）取得見込みまたは取得後３年以内の研究
者．

⑪当該年度の日本学術振興会特別研究員(PD)または外国人特別研究員の公募に
申請を行った者．

㈹有職者（任期付助手・助教も含む）は原則として採用しない．


































